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トライアル雇用事業の流れ

トライアル雇用

対象労働者

ハローワーク 事 業 主

求職申込

再求職 常用雇用

有期雇用契約
（原則3ヶ月間）

終了後、事業主に月額4万円支給
（最大3か月間支給）

期間の定めのない雇用

常用雇用契約

改めて常用雇用
契約を締結

トライアル
雇用開始

（1）中高年齢者
（2）若年者等
（3）母子家庭の母等
（4）季節労働者
（5）中国残留邦人等
　  永住帰国者
（6）障害者
（7）日雇労働者・
　  住居喪失不安定就労者・
　  ホームレス

（都道府県労働局）

求人登録

トライアル雇用の開始

常用雇用移行に向けた
取組の実施

トライアル雇用の終了

「トライアル雇用結果報告書
  兼試行雇用奨励金支給申請書」
　　　　　　　　　　の作成

「トライアル雇用実施計画書」の作成

トライアル雇用紹介

「トライアル雇用実施計画書」の
提出（雇入れから2週間以内）

※申請期限を１日でも経過すると、奨励金を受給することができなくなりますので、
　十分ご留意ください。

トライアル雇用中の雇用管理、
訓練等についての助言・指導

終了に当たっての常用雇用
移行等に関する助言・指導

奨励金の支給

「トライアル雇用結果報告書兼
試行雇用奨励金支給申請書」の提出
（トライアル雇用終了日の翌日から1か月以内）

対象労働者（1）から（5）
雇入れから2週間以内
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